
船舶事故等調査報告書 

平成２２年５月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第１５８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年１１月２５日 １４時３０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市 本渡港防砂堤灯台から真方位２４２°１４０ｍ付近 

（概位 北緯３２°２７.５７′ 東経１３０°１２.５３′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第三十八大成
たいせい

丸、１９トン 

   ２７０－４１１５３鹿児島、宗田造船株式会社（船舶所有者）、新

光建設株式会社（船舶借入人） 

Ｂ クレーン付作業台船 第二博
はく

洋
よう

号、長さ３０ｍ 

   なし、有限会社博洋建設 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底に擦過傷 

Ｂ 船底に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約０.６ｍ、船尾約２.０ｍの喫

水で、Ｂ船をえい
．．

航してＡ船引船列を構成し、本渡港を約４ノットの速力

で手動操舵により南西進中、平成２１年１１月２５日１４時３０分ごろ、

水面下の防砂堤に乗り揚げた。 

 Ａ船引船列は、海上保安部に通報したのち自力で離礁したものの流され

て座洲し、巡視艇に引き降ろされた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １ 

海象：潮汐 高潮期 

 その他の事項  本事故時、ＧＰＳプロッターを作動中であったが、船長は使い方をよく

知らなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船引船列は、本渡港を初めて航行する際に、

適切な水路の調査を行っていなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、本渡港を初めて航行する際、適切な水路の調

査を行っていなかったため、防砂堤に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

 




